
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対

す
る
附
帯
決
議 

 

生
産
資
材
・
原
材
料
価
格
の
高
止
ま
り
な
ど
の
中
で
、
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
持
続
的
な
供
給

に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
た
価
格
形
成
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
農
林
漁
業
者
と
食
品
産
業
と
の
連
携
強
化
を
始
め
と
す
る
食

品
産
業
の
持
続
的
な
発
展
に
向
け
た
事
業
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

肥
料
・
飼
料
費
、
人
件
費
、
輸
送
費
等
の
生
産
・
流
通
コ
ス
ト
が
上
昇
す
る
中
、
我
が
国
の
食
料
シ
ス
テ
ム
全
体
の
持
続

性
の
確
保
が
図
ら
れ
る
食
品
等
の
価
格
形
成
を
実
現
す
る
た
め
、
持
続
的
な
供
給
に
要
す
る
費
用
の
明
確
化
と
取
引
に
お
け

る
こ
れ
ら
の
費
用
の
考
慮
に
つ
い
て
、
生
産
・
加
工
・
流
通
・
小
売
・
消
費
等
の
食
料
シ
ス
テ
ム
の
幅
広
い
関
係
者
の
合
意

形
成
と
理
解
醸
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。 

二 

持
続
的
な
供
給
に
要
す
る
費
用
が
考
慮
さ
れ
る
価
格
形
成
の
実
現
に
向
け
て
は
、
消
費
者
も
納
得
す
る
生
産
性
向
上
や
付

加
価
値
向
上
の
取
組
が
生
産
・
加
工
・
流
通
・
販
売
の
各
段
階
に
お
い
て
不
断
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
こ
う
し
た
取
組
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
十
分
に
講
じ
る
こ
と
。 

三 

指
定
飲
食
料
品
等
に
つ
い
て
は
、
認
定
指
標
作
成
等
団
体
が
公
表
す
る
コ
ス
ト
指
標
を
活
用
し
た
取
引
の
適
正
化
の
必
要

性
等
を
踏
ま
え
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
等
で
の
議
論
を
経
て
、
順
次
対
象
品
目
を
定
め
る
こ
と
。
特
に
、
現
在

食
料
シ
ス
テ
ム
の
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
て
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
米
、
野
菜
、
飲
用
牛
乳
、
豆
腐
・
納
豆
に
つ
い
て
は

検
討
を
速
や
か
に
進
め
、
対
象
品
目
と
し
て
定
め
る
こ
と
。 

四 

持
続
的
な
食
料
供
給
の
実
現
を
図
る
た
め
に
は
、
持
続
的
な
供
給
に
要
す
る
費
用
の
考
慮
や
納
品
期
限
の
緩
和
を
始
め
と



す
る
持
続
的
な
供
給
に
資
す
る
商
習
慣
の
見
直
し
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
取
組
が
食
料
シ
ス

テ
ム
の
幅
広
い
関
係
者
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
食
品
等
取
引
実
態
調
査
を
き
め
細
か
く
行
い
、
実
態
を
把
握
し
た
上

で
、
農
林
漁
業
者
や
食
品
等
事
業
者
に
対
す
る
指
導
・
助
言
等
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。 

五 

国
際
的
な
原
材
料
調
達
競
争
の
激
化
に
対
応
す
る
国
内
農
林
漁
業
者
と
食
品
産
業
と
の
間
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確

立
、
環
境
負
荷
の
軽
減
等
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
持
続
的
な
食
料
供
給
の
実
現
に
向
け
た
取
組
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
本

法
に
基
づ
く
計
画
認
定
制
度
に
つ
い
て
、
関
係
者
へ
の
制
度
の
周
知
な
ど
を
積
極
的
に
進
め
、
十
分
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。 

六 

持
続
的
な
供
給
に
要
す
る
費
用
の
考
慮
や
商
習
慣
の
見
直
し
に
は
、
消
費
者
の
理
解
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
こ
と
か
ら
、

本
法
で
措
置
さ
れ
て
い
る
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
選
択
支
援
事
業
活
動
や
、
国
に
よ
る
普
及
啓
発
活
動
等
の
実
施
な

ど
を
通
じ
、
官
民
一
体
で
消
費
者
の
理
解
醸
成
に
努
め
る
こ
と
。 

七 

食
品
等
取
引
実
態
調
査
や
、
事
業
者
か
ら
の
相
談
窓
口
で
の
対
応
等
を
確
実
に
進
め
る
た
め
に
必
要
と
な
る
地
方
農
政
局

を
含
む
国
の
組
織
・
人
員
体
制
の
整
備
、
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
公
正
取
引
委
員
会
、
中
小
企
業
庁
等
と
の
連
携
を
密
に

し
、
関
係
省
庁
一
体
と
な
っ
て
本
法
に
基
づ
く
措
置
等
の
適
正
な
執
行
を
図
る
こ
と
。 

八 

食
品
等
の
価
格
上
昇
の
影
響
を
よ
り
大
き
く
受
け
る
生
活
困
窮
者
や
子
ど
も
食
堂
等
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
必
要

な
食
料
が
円
滑
に
入
手
で
き
る
よ
う
、
関
係
省
庁
が
密
接
に
連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と
。 

九 

カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の
本
格
導
入
に
当
た
り
、
農
業
、
漁
業
及
び
食
品
産
業
へ
の
影
響
を
注
視
す
る
と
と
も
に
、
関

係
省
庁
が
密
接
に
連
携
し
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


